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令和2年4月1日現在の給与勧告対象職員は、11,499 人（注１）です。
このうち、一般行政職員は、3,451 人で全体の30.0％を占めています。最も多いのは教育職で、

小中高校等を合わせると、6,060人で、全体の52.6％となり過半数を占めています。
また、職員の平均年齢は42.9歳（注２）となっています。

① 給与勧告の対象職員

（注１） この人数は、公益法人へ派遣中の職員、再任用職員、休職中の職員、育児休業中の職員、育児短時間勤務職員、臨時的任用職員、
会計年度任用職員、公営企業職員、現業（技能労務）職員等は除いたもの。

（注２） 年齢は、令和2年4月1日現在の満年齢
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給料表 職員の例

行政職 一般行政職員 3,451 人 43.1 歳

医療職（一） 医師、歯科医師 18 人 44.0 歳

医療職（二） 薬剤師、栄養士等 36 人 42.6 歳

医療職（三） 保健師、看護師 43 人 40.1 歳

研究職 研究員、学芸員 193 人 44.6 歳

福祉職 福祉司 40 人 38.4 歳

教育職（一） 高等学校・特別支援学校の教育職員 1,883 人 45.6 歳

教育職（二） 小学校・中学校の教育職員 4,177 人 43.7 歳

教育職（三） 専門学校に勤務する教育職員 7 人 49.7 歳

公安職 警察官 1,645 人 37.0 歳

第2号任期付研究員 任期付研究員 6 人 35.8 歳

11,499 人 42.9 歳

職員数 平均年齢

計

勧告対象職員数
11,499人



（企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上）
調査対象：県内127事業所 ＜母集団301事業所＞

② 給与勧告の手順

人事委員会では、職員と民間の４月分の給与（月例給）を調査した上で、精密に比較し、職員の給与水準を民間の給与水準

に均衡させることを基本とし、人事院勧告の内容や他の都道府県の動向等を踏まえて勧告を行っています。

また、特別給についても、民間の特別給（ボーナス）の過去１年間（前年８月から当年７月まで）の支給実績を精確に把握し、

民間の年間支給割合に職員の特別給（期末手当・勤勉手当）の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。

（個人別給与）
11,499人（再任用職員等除く）

民間と県職員（行政職）の給与を比較
仕事の種類、役職段階、学歴、年齢等を同じくする者同士を比較（ラスパイレス方式）

事業所別調査

人事委員会勧告

県知事
（勧告の取扱決定）

県議会
（給与条例の議決）

民間の特別給の
年間支給月数との比較

人事院勧告、
他の都道府県の動向等

給与条例案提出
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従業員別調査

給与改定や雇用
調整等の状況

経済・雇用情勢等

情勢適応の原則
（社会一般の情勢に適応）

県職員の給与の調査民間給与の調査

特別給
過去1年間の支給状況

＜前年8月から当年7月＞

4月分給与
（行政職）

4月分給与
給与改定の有無に関わらず調査



③ 今回の勧告のポイント

特別給（期末手当・勤勉手当）

○ 条例の公布の日の属する月の翌月の初日から実施

実施時期
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○ 民間の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.05月分引き下げ、4.45月に改定（現行4.50月）
民間の支給状況等を踏まえ、期末手当の支給月数に反映

※ 月例給については、別途必要な報告・勧告を予定

平成２２年 3.95 月 ▲ 0.20 月 ▲ 0.37 ％ ▲ 10.3 万円 ▲ 1.60 ％

平成２３年 3.95 月 ▲ 0.20 ％ ▲ 1.3 万円 ▲ 0.21 ％

平成２４年 3.95 月 勧告なし (注)

平成２５年 3.90 月 ▲ 0.05 月 勧告なし (注) ▲ 2.0 万円 ▲ 0.32 ％

平成２６年 4.10 月 0.20 月 0.22 ％ 9.2 万円 1.49 ％

平成２７年 4.20 月 0.10 月 0.40 ％ 6.5 万円 1.04 ％

平成２８年 4.30 月 0.10 月 0.81 ％ 8.7 万円 1.39 ％

平成２９年 4.40 月 0.10 月 0.13 ％ 4.7 万円 0.74 ％

平成３０年 4.45 月 0.05 月 0.16 ％ 2.9 万円 0.46 ％

令和元年 4.50 月 0.05 月 0.10 ％ 2.5 万円 0.40 ％

令和２年 4.45 月 ▲ 0.05 月 ▲ 2.0 万円 ▲ 0.32 ％

－

年間支給月数

（別途勧告予定）

増減額

－

対前年比増減 勧告率

－

－

一般行政職の平均年間給与（参考）月例給

率

特別給（ボーナス）

（参考）近年の実施状況

(注) 公民較差に基づく給与改定の勧告なし


